
 
 
 
 
 
 
 
  訪問看護とは？ 

 

「訪問看護」は、主治医の先生と連携し、ご自宅で心のこもった看護を提供します。 

ご自宅で療養されている皆様に、安心して日常生活を過ごしていただけるよう、看護師

がご自宅まで訪問いたします。 

体温・血圧のチェックや、主治医の指示の下に、お薬の飲み方の指導や床ずれ等の医

療処置の他に、清拭（せいしき）や排泄の介助等の身の回りのお世話もいたします。 

 

 

訪問看護の主なサービス内容 

 

   

・健康管理及び症状の観察 ・服薬管理の支援 

・日常生活の支援 ・医療措置と各種機器・カテーテル管理 

・リハビリテーションの指導 ・ご家族への介護支援、・相談 

 

・訪問日  毎週 月曜日 ～ 土曜日 （日曜・祝日・年末年始は休業） 

・訪問時間  1 回の訪問時間は、30 分・60 分・90 分です 

・訪問地域  横浜市鶴見区・神奈川区（詳細はご相談ください） 

※ かかりつけの医師や担当ケアマネージャーにご相談ください。 

（ケアマネージャーがいない場合は、当院併設のケアマネージャーも紹介可能です） 

 

医療法人社団 康心会  ふれあい鶴見ホスピタル 

                   訪問看護部門 

                          担当 ： 渡辺 （外来課長） 

TEL  045－586－1717（代表） 

FAX   045－586－1718 

 

訪問看護のご案内 
当院では、訪問看護をご利用される方々の意思を尊重し、 

在宅での療養生活が出来るだけ継続して送れるように、看護サービスをご提供します。 


